
注目すべき提言

　日本経済団体連合会（経団連）
は、４月16日付で「グローバル
サウスとの連携強化」（北側の先
進国と南側の開発途上国との連
携）に関する提言を発表した。
　その内容は⑴国際情勢と日本の
課題、⑵グローバルサウスとの連
携強化の必要性と留意点、⑶連携
強化のためのツール、⑷主要国・
地域別の方針策定などである。こ
こでは日本経済界の時代認識に注
目しながら、「国際情勢」と「日
本の課題」「グローバルサウスと
の連携強化」などに焦点を当てよ
うとしている。
　それでは、その提言を追ってみ
よう。現在、国際情勢に関しては、
世界は対立、分断を余儀なくされ
ていて、グローバルサウスと称さ
れる途上国・新興国地域でも大き
なマイナスの影響を与えていると
している。
　他方では、地球温暖化による自
然災害、環境汚染や乱開発などに
よる生態系の破壊も進行中として

いる。
　そうした中で、グローバルなパ
ワーバランスがグローバルサウス
へと傾斜し、経済協力開発機構
（OECD）や加盟国が世界経済
に占める割合は、冷戦終結後の
1990年（24カ国）の82.2％から、
2022年（38カ国）には59.0％に
まで低下。他方、2050年には
GDP上位10カ国中の３カ国が、
2075年には６カ国がグローバル
サウスの国々になると予測されて
いる。

重視されるカーボンニュートラル

　次に、日本に焦点を当てると、
人口減少などで国内市場が縮小し
ていく中にあって、サプライチェ
ーンの分断、外国による経済的威
圧行為などの経済安全保障上のリ
スクに適切に対処することが求め
られ、次いでカーボンニュートラ
ルの実現などに取り組みながら、
特定国・地域に過度に依存しない
形での“リ・グローバリゼーショ
ン”を進め、自由な貿易・投資を
通じて海外の活力を取り込むこと

が不可欠であるとしている。
　ここで、もう少し「カーボンニ
ュートラル」や「リ・グローバリ
ゼーション」について、その意味
するところを深掘りしてみたい。
カーボンニュートラルは直訳する
と「炭素中立」である。周知のよ
うに、世界の気候変動は、二酸化
炭素（CO₂）の排出増加を問題に
している。その増加の大きな要因
は、石油や炭素など化石燃料の使
用にあるとされている。化石燃料
は、燃焼によってエネルギーが得
られるが、その過程で化石燃料中
の炭素（カーボン）が大気中の酸
素と結合してCO₂となり、大気中
に放出される。そしてCO₂は主要
な温室効果ガスとなることで大気
中のCO₂は純増する。
　現代社会では、至る所でCO₂が
大気中に排出されている。ところ
が、そのCO₂を減らすものも存在
している。それは森林などの植物
である。植物は光合成を通じて大
気中のCO₂を酸素に変換すること
で、大気中のCO₂を減らすことが
できる。

　このようにCO₂には「増やす
側」と「減らす側」が存在する。
この双方が均衡した状態、つまり
CO₂排出の差し引きゼロの状態を
「中立的である」と言い、その状
態を「カーボンニュートラル」と
言っている。カーボンニュートラ
ルであれば、大気中のCO₂は増え
ないので、気候変動対策として非
常に重要な意味をもつ。
　周知のように、気候変動は地球
規模の問題であり、その対策が急
がれており、各国政府や企業がカ
ーボンニュートラルを目標に掲げ
ている。

リ・グローバリゼーション

　次は、「リ・グローバリゼーシ
ョン」の問題であるが、提言では
日本にとって特定国・地域に過度
に依存しない状態、いわゆる
“リ・グローバリゼーション”を
進めることによって、出来得る限
り自由な貿易・投資を通じて、海
外の活力を取り込むことが不可欠
だとしている。
　また、食料、資源、エネルギー
（石油など）の安定的な供給を確
保する観点から、サプライチェー
ンの強靭化に向けた連携の輪をグ
ローバルサウスの国々にも広げて
いく必要があるとしている。その
時 、 日 本 の 政 府 開 発 援 助
（ODA）が重要な役割を果すと
は述べていない。恐らく建前上、
日本の経済安全保障上でODAが
重要な意味をもつとは言えなかっ
たものと推測するが、現実には、
ODA、経済協力が、そうした日
本の国益に対して、大きな役割を

果していることは明白である。
　提言では「日本の知見と経験を
グローバルサウスの直面する社会
課題の解決に活かしていく必要が
ある」としているが、これは、言
うまでもなく日本のODA、国際
協力の役割を期待した提言の一節
だと言えよう。
　それは、提言の「グローバルサ
ウスとの連携強化の必要性と留意
点」で明白に述べられている。第
一点が連携強化の必要性である。
それは、第一に日本の国益という
視点から、第二に国際秩序の維
持・強化という視点から、第三に
グローバルサウスの直面する社会
課題の解決という視点から明らか
に示されている。
　例えば、グローバルサウスとの
連携強化の必要性では、第一点が
「日本の国益確保」、第二点とし
て「国際秩序の維持・強化」、第
三点として「グローバルサウスが
直面する社会課題への協力」など
が提示されている。最も重要な要
素である国益確保については、経
済安全保障が最大のテーマである
が、例えば主要な穀物では、トウ
モロコシ26％、大麦は93％の輸

入のうち15％をグローバルサウ
スに依存している、鉱物資源では
リチウムの34％、ニッケルの30
％、原油は100％近くを輸入に依
存し、約40％をグローバルサウ
スからの輸入に依存しているとし
ている。
　第二点が国際秩序の維持・強化
という点で、グローバルサウスと
の連携が重要とされている。第三
点はグローバルサウスの直面する
社会課題の解決という視点。これ
は主にODAの役割に期待される
ところが大きいが、本提言では
ODAの言葉一つも見当たらない。
政府との役割分担をはっきりさせ
たい意図が見受けられる。
　しかし、現実は経済的課題と社
会的課題が深く関係しているので、
民間側の経済活動という視点から、
ODA部門にも一歩足を踏み込ん
でもらいたかった。民間からの
ODAへの注文は、途上国の経済
社会開発にとって重要な意味をも
っているからである。政府と民間
との総合的な取り組みが、途上国
の社会経済の発展にとっていかに
大切かを再確認してもらいたいも
のである。
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日本経済界の新しい時代認識
「グローバルサウスとの連携強化」

ベトナムの昔のサイゴン市、現在のホーチミン市の最古のマジェスティック・ホテルから見たサイゴン川＝2003年撮影
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　「法の支配」への注目が高まっている。中国の台頭や、ロシアによるウクライナ侵攻が背景にある
上、政治・外交的には、「民主主義」「民主化」の概念よりも広く受け入れられるという事情もある。
　日本は1990年代前半から、各国で、法案の策定や法・司法制度の充実、司法アクセスの改善な
どの法整備支援に取り組み、高い評価を受けてきた。
　日本による法整備支援の特徴と評価を探り、その未来を考える。

特集

「法の支配」で人々を守れ
法整備支援の現在地と未来

2018年３月、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所（ICC）で、新判事としての宣
誓をする赤根智子氏。ICC判事への就任は日本人として３人目。赤根氏は2024年
３月、日本人として初めて、ICC所長に就任した=ICC提供

1．それはベトナムから始まった
　　●市場経済転換で日本の経験に期待
　　弁護士/JICA法整備支援アドバイザー　森永太郎氏

　　●法曹専門家の派遣などで事業に貢献
　　法務省 法務総合研究所 国際協力部 副部長　野瀬憲範氏

2．司法アクセスの改善を目指して
　　●政治体制に関わりなく市民の権利を守る 
　　日本弁護士連合会 国際交流委員会 副委員長　外山太士氏

　　●「法テラス」モデルに情報提供サービス 
　　弁護士/元JICA個別専門家　原若葉氏

　　●法の趣旨を生かす運用の仕組みが不可欠 
　　（特活）ACE 副代表　白木朋子氏

世界に広がった日本の法整備支援

特別インタビュー

3．次代を担う人材を育てる
　　●日本語で日本法を学ぶセンターも各国に 
　　名古屋大学 法政国際教育協力研究センター　村上正子氏

　　●日本との懸け橋 すでに次の世代へ
　　名古屋大学大学院 留学生・修了生　

4．「法の支配」から民主主義へ
　　●戦後日本の歩みを体現する

　　●示唆的なインドの法整備支援
　　横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院教授　志賀裕朗氏

　　●太平洋島しょ国やウクライナにも課題
　　衆議院議員 自民党　黄川田仁志氏

　　●アジアが世界の“裂け目”を癒やす
　　弁護士・IPAC日本ディレクター・元衆議院議員　菅野志桜里氏

　　●ASEANの高い評価を受け、世界へ 
　　法務省 大臣官房 国際課　

国際刑事裁判所（ICC）所長　赤根智子氏　世界に誇るべき日本の法整備と支援の実践

＊関連記事 国際協力の道程（p56～）名古屋大学名誉教授　森嶌 昭夫氏
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世界に広がった
日本の法整備支援
日本による各国の法整備支援は、ベトナムから始まり、続いてカンボジアやラオスでも実施された。
その後、東アジア、中央アジア、南アジア、アフリカ地域にも広がり、対象分野も広がっている。
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インド

法整備支援

法整備支援を理解するためのキーワード

ミャンマー　2013年～ ※支援停止中
・法整備支援プロジェクト
・法・司法制度整備支援プロジェクト

ウズベキスタン・キルギス・カザフスタン・
タジキスタン　2008～2013年
・中央アジア地域法制比較研究セミナー（ICD）

カンボジア　1996年～
・法制度整備プロジェクト
・裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト
・弁護士会司法支援プロジェクト（＋日弁連）
・民法・民事訴訟法普及プロジェクト

ネパール　2009年
・民法および関連法セミナー（JICA国別研修）
・法整備アドバイザー（JICA個別専門家）
・迅速かつ公平な紛争解決のための
 裁判所能力強化プロジェクト

コートジボワール　2014年～
・司法アドバイザー（JICA個別専門家）
・仏語圏アフリカ刑事司法（JICA国別研修）
・仏語圏アフリカ刑事司法（JICA第三国研修）

東ティモール　2009年～
・法案起草能力向上支援（ICD）
・法曹人材育成支援（ICD）
・司法機関能力向上支援（ICD）

アフリカ地域　2022年～
・アフリカ地域ビジネス法支援にかかる情報収集・確認調査（JICA）
 （対象国＝ケニア、ガーナ、ナイジェリア）
・アフリカ地域司法アクセス向上・ネットワーク構築にかかる
 情報収集・確認調査（JICA）

バングラデシュ　2016年～
・調停、裁判所機能強化支援（ICD）

スリランカ　2019年～
・刑事司法機能改善（ICD)

ベトナム・カンボジア・ラオス　2019年
・ベトナム・カンボジア・ラオスにおける
 正義へのアクセス向上プロジェクト（日弁連）

ケニア　2021年～
・非行少年・少女の保護・更生に関する
 情報収集・確認調査（JICA）

ラオス　1998年～
・法整備支援プロジェクト
・法律人材育成強化プロジェクト
・法の支配発展促進プロジェクト
・弁護士会支援（日弁連）

ウズベキスタン　2005年～
・倒産法注釈書（旧：民事取引を促進する法制度）プロジェクト
・企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト
・民間セクター活性化のための行政手続改善プロジェクト

インドネシア　1998年～
・和解・調停制度強化支援プロジェクト
・法廷と連携した和解・調停制度（JICA国別研修）
・ビジネス環境改善のための
 知的財産権保護・法的整合性向上プロジェクト

モンゴル　2004年～
・弁護士会強化計画プロジェクト
・調停制度強化プロジェクト 中国　2004年～2021年

・経済法・企業法整備プロジェクト
・民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト
・民事訴訟法及び民事関連法（JICA個別専門家）
・市場経済の健全な発展と
 民生の保障のための法制度整備プロジェクト

「法の支配」の実現のために、「ルールの整備」「法を運用する組織の機能強化」「司法アク
セス」の向上を図る取り組み。国際協力機構（JICA）は「法整備支援」と呼ぶが、法務省は
「法制度整備支援」、日本弁護士連合会（日弁連）は「国際司法支援活動」と呼んでいる。

司法アクセス
人々が司法のルールについての知識を持ち、地理的・物理的障害、経済的障害、心理的障
害をこえて、司法のしくみを活用できること。司法アクセスの改善のためには、法令の普及や
啓発活動、法律相談、無償の弁護活動の提供などが重要とされる。

刑事事件（刑事司法）と民事事件（民事司法）
刑事事件は、国（検察官）が罪を犯した人に罪を問うことであり、検察官から起訴された人
（被告人）について、その人が有罪かどうか、有罪なら、どのくらいの刑にすべきかを裁判（刑
事裁判）で判断する。民事事件は主に市民（企業を含む）と市民（同）の間に生じる争いごと
を扱う。

ベトナム　1994年～
・法整備支援プロジェクト
・法・司法制度改革支援プロジェクト
・2020年を目標とする法・司法改革支援プロジェクト
・法整備・執行の質及び効率性向上プロジェクト

日本の支援によりコートジボワールで開設された
コールセンター＝原若葉氏提供

2023年７月に東京で開かれた日ASEAN特別法務大臣会合
＝法務省提供

国名、開始年、主な取り組みをまとめた。特記なきものは、国際協力機構（JICA）による技術協力プロジェクト。ICDは、法務
省法務総合研究所国際協力部が中心となった取り組み。日弁連は日本弁護士連合会中心の取り組み。他に名古屋大学は
じめ大学による支援、他のNGOによる支援などもある。（JICA、日弁連のウェブサイト、ICDパンフレットなどをもとに作成）

日本による法整備支援の主な事例

（対象国＝ケニア、タンザニア、ルワンダ、ザンビア、マラウイ、
 コートジボワール、セネガル、ニジェール）


